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御

紋

考

御

紋

の

事

ハ

御

家

の

御

秘

要

な

れ

は

容

易

に

論

判

義

定

す

へ

き

所

に

あ

ら

す

、

し

か

る

に

古

よ

り

葵

の

御

紋

に

つ

き

て
ハ

本

多

・

酒

井

の

両

家

よ

り

捧

る

の

二

つ

を

の
ミ

是

非

の

論

め

り

て

他

の

弁

に

及

ふ

者

な

し

、

予

、

管
（
か
ん

見
け
ん
）

古

書
ニ

く （

ら 暗

し ）

、

何

ぞ

よ

く

此

事

の

実

証

を

得
（
う
）

べ

き

、

但

し

諸

書

に

散

在

せ

る

を

見

る

に

諸

説

の

異

議

の

紛

々

と

し

て

分

明

な

ら

す

、

故

に

頗

る

考

案

に

及

ぶ

の

時

、

或

知

友

柴

扉

を

た

ゝ

き

て

往

世

の

談

話
ニ

及

ひ

御

紋

の

沙

汰

に

至

り

け

れ

は

、

友

客

額

を

皺

の

手

を

拱

（
こ
ま
ね
き
）

て

云

、

夫

れ

口

に

※
是
非
の
論
め
り
て
＝
是
非
を
論
ず
る
よ
う
で

※
予
＝
私
（
著
者
）

※
管
見
＝
狭
い
見
識
（
謙
遜
）

※
柴
扉
＝
粗
末
な
田
舎
家
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説

時
ハ

、

須
（
し
ゅ

弥 み
せ

山 ん
）

を

芥

子

に

納

め

大

海

を

鴻

毛

に

も

容
（
い
る
）

べ

し

、

し

か

れ

ど

も

そ

は

談

玄

探

要

の

文

義

に

し

て

世

間

の

相
に
あ
ら
ず
、

凡
（
お
よ
そ
）

、
世
間
に
て
事
実
の
正
し
き
を

聞
（き
か
）

ん
に
ハ

筆

抄

に

し

く

者

な

し

、

子
（
し
）

胸

岳

に

お

さ

む

る

所

の

雲
（
く
も

覚
お
ぼ
え
）

を

楮
（
ち
ょ

上
じ
ょ
う
）

に

顕

現

せ

し

め

て

予

に

与

へ

な

は

、

予

又

断

金

の

友

に

語

る

の

一

助

と

な

さ

む

と

、

余

云

、

家

紋

は

貴

賤

共

に

厳

要

な

り

、

既

に

世

諺

に

も

一

子

の

争

あ

る

時

其

え （
胞

な 衣
）

を

水

上

に

浮

洗

ふ

時

家

紋

現

出

す

と

け

り

、

さ

れ

は

猥

り

に

附

紋

す

る

も

の

に

非

ず

、

況

や

、

御

当

家

の

御

紋

の

事

を

や

、

も

し

口

に

伝

説

の

時
ハ

、

其

故

よ

し

勘

考

を

も

述

※
須
弥
山
を
・
・
・
鴻
毛
に
も
容
べ
し
＝
軽

少
に
す
る
だ
ろ
う

※
談
玄
探
要
＝
幽
遠
な
こ
と
を
追
究
す
る

※
筆
抄
に
し
く
者
な
し
＝
書
き
物
が
最
も
良
い

※
子
＝
（
会
話
中
で
）
貴
公

※
断
金
の
友
＝
強
い
友
情
で
結
ば
れ
た
友

※
と
け
り=

と
い
う
こ
と
だ

※
故
よ
し
＝
由
緒
、
い
わ
れ
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へ

け

れ

ど

、

筆

船

を

硯

海

に

浮

べ

る

時
ハ

、

正

不

論

ず

る

に

弁

な

く

臆

解

他

の

許

さ

ゝ

る

所

な

れ

は

記

す

に

堪

す

と

辞

す

と

い

へ

共

、

若
（
も
し
）

筆

を

執

ら

ず

し

て

た

ゞ

口

授

の

み

な

ら

は

、

一

時

の

催

興
ニ

落

て

、

誰

か

真

証

覚

悟

の

助

考

と

な

さ

ん

、

た

と

へ

謬

見

誤

証

あ

り

と

も

、

出

所

の

文

を

の

べ

其

後

自

解

を

註

さ

ん

に

、

何

の

譲

憚

か

あ

ら

む

と

茲
（
こ
こ
）

に

於

て

猥

に

し

る

す

事

に

は

な

り

ぬ

※
一
時
の
催
興
ニ

落
て
＝
し
ば
ら
く
面
白
が

る
だ
け
で

※
誰
か
…
助
考
と
な
さ
ん
＝
誰
が
い
っ
た

い
・
・
助
考
と
し
よ
う
か

※
出
所
の
文
＝
出
典

※
何
の
譲
憚
か
あ
ら
む
＝
遠
慮
は
い
ら
な
い
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関
氏
蔵
書
云
、
応
仁
之
頃
實
凞
上
洛
之
時
、

自

（
み
ず
か
ら
）

共
二

国
中
小

士
一

奉
レ

送
レ

之
、
故
任
二

三
河
守
一

賜
二

口 （
く

宣
ぜ
ん
）

一

中
略

信
光
家
督
後
移
二

岡
崎
一

、
文
明
十
一
己

亥

年
七
月
十
五
日
夜
攻
二

安
祥

(

一)

、
此
時

酒

井

五

郎

親

清

父

子

三

人

牽
二

来

四

十

余

人
一

、

而

九
（
丸
カ
）

盆

水

葵
三
如
レ

鼎
置
レ

之
、
各
二

引
渡
一

以
二

熨
斗
勝
栗
昆
布
一

盛
二

葵
葉
上(

一)

祝

言

申

、

泰

親

悦

曰

自

今

以

後

親

清

之

可

家

紋

旨

、

依

之

丸

之

内

三

葵

為
二

酒

井

定

紋
ト

、

此

時

三

河

三

分

一

領
レ

之

、
云

云

、
又
云
、
其
後
又
奉
レ

之

謹
（
つ
つ
し
み

按
あ
ん
ず
）

る
に

、

酒

井

氏

其
は

じ

め

渡

邊

党
な

る

へ

し

、
三

河

国

に

は

渡

邊

の

一

類

多

し

、

其

後

境

村

に

住

て

染

◦
応
仁
之
頃
（
一
四
六
七
～
六
九
）

◦
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
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戸

を

業

と

せ

し

よ

り

本

姓

を

は （

省

ふ ）

き

け

る

歟
（
か
）

、
多

門

オ

カ

ト

氏

の
譜
に
も
酒
井
多
門
と
一
姓
に
て
渡
邊
と
あ
り
、
い
か
に
も

今

酒

井

氏

に

て

三

ツ

星

を

家

紋

と

せ

る

に

て

渡

邊

な

る

事

し

る

べ

し

、
其

後

親

氏

君

入

婿

と

な

り

給

ひ

し

の

ち

醤
草
を
本
紋
と
定
め
け
ら
し
、

此
事
ハ
末
に
出
す
へ
し

若
本
文
の

こ

と

く

泰

親

君

よ

り

酒

井

へ

葵

を

賜

り

な

は

、
其

以

前

ハ

泰

親

君

何

を

御

家

紋

と

な

し

給

へ

る

や

、
い

ふ

か

し

き

事

な

り

三
河
国
岩
津
妙
心
寺
ハ

崇
岳
院
殿

信

光

入

道

の
開
基
、
長
沢
の

祖

備

中

守

親

則

の

菩

提

所

と

定

め

、

母

堂

真

常

院

殿

も

※
定
め
け
ら
し
＝
定
め
た
ら
し
い
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同

葬

な

り

、

然

る

に

当

寺

尊

牌

に

五

七

の

桐

を

附

さ

せ

ら

る

右
尊
牌
古
彫
往

物
に
し
て
慶
長

以
後
の
も
の
と

は
見
え
ず
、
し

か

ら

は

其

比
（
こ
ろ
）

ハ

桐

を

も

御

紋

と

せ

ら

れ

し

に

や

按

る

に

、
真

常

院

殿
ハ

当

国

の

守

護

代

一

色

刑

部

大

輔

宗
義
の

女
（
む
す
め
）

な
り
、
信
光
君
新

田
世
良
田
の
裔

に
て
お
は
せ

し

か

と

、
当

国

に

う

つ

ら

せ

給

ひ

て
ハ

国

士

い

ま

た

そ

の

名

勇

を

知

る

者

も

少

か

り

し

に

、
守

護

代

の

婿

と

な

ら

せ

ら

れ

し

上

、
元

よ

り

武

勇

文

名

諸

人

に

勝

れ

さ

せ

給

へ

は

つ

ひ

に

国

中

大

小

の

士

門

下

に

集

れ

る

事

に

及

び

け

れ

は

、
信

光

君

を

御

嘉

苗

の

中

興

と
ハ

申

し

け

る

、
こ

れ

※
お
は
せ
し
か
と
＝
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が

※
苗
＝
血
筋
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全

く

一

色

氏

の

故

な

り

と

譲

徳

深

く

お

は

せ

し

か

は

桐

の

紋

を

用

ひ

さ

せ

給

ひ

し

に

や

、
此

御

代

よ

り

御

威

光

自

然

と

備

ま

し

給

ひ

け

る

事
ハ

、
三

河

記

数

本

そ

の

外

の

書

に

見

え

た

り

其

後

立

葵

を

も

用

ひ

給

ひ

し

か

や

、

本

多

家

譜

云

膳

所

本

多

縫

殿

介

正

忠

先

祖

山

城

州

賀

茂

社

職

也

、

依

以

立

葵

為

家

紋

、

岡

崎

次

郎

三

郎

清

康

君

被

攻

吉

田

城

主

牧

野

傳
蔵
、
田
原
御
出
勢
之
節
、
正
忠
奉
レ

迎
入
（
二
）

伊
奈
城
一

進
二

御
酒
一

献
二

御
者
一

之
節
、
池
中
之
水
葵
葉
盛
レ

之
、
次
郎
三
郎
君
御
二

覧

之
一

曰

、

三

ツ

立

葵

者

正

忠

之

家

紋

也

、

今

度

之

合

戦

正

忠

最

※
一
色
氏
の
故
な
り
と
＝
一
色
氏
の
お
か
げ

だ
と

※
御
者
＝
馭
者
、
供
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初
参
二

味
方
一

、
而
後
為
二

勝
利
一

為
二

吉
例
（
一
）
、
依
二

為
被
レ

給
レ

受
之
旨
仰
一

差
二

出
之
一

御
満
悦
而
則
為
二

御
家
紋
（

一

）

云
云

仍
岡
崎
隨
念
寺

御
自
讃
御
画
像
被
レ

絵
二

立
葵
之
紋
一

、
于
レ

今
存
、
右
葵
取
之
池

名
花
池
ト

申
伝

此

趣

、
正

忠

之

男

助

太

夫

忠

俊

女

高

力

土

佐

守

正

長

室

同

摂

津

忠

房

母

言

上

同

断

也

又

或

、

本

多

家

譜

云

、

世

俗

曰

、

立

葵

之

紋

本

多

家

度

々

依
二

武
功
一

神
君
御
所
望
御
請
曰
、
無
レ

憚
之
由
、
然
者
、
可
二

葉

計

（
は
ば
か
り
）

附
一

、
御
意
有
レ

之
、
三
ツ

葉
之
葵
御
附
流
布
、
亦
当
時
自
二

賀
茂

社
（
一
）

有
二

葵
献
上
一

、
又

木
（
本
）

多
元
賀
茂
之
社
職
ト
云
云

、
家
系
之
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本

并

藩

翰

譜

等

同

此

此

条

前

文

に

よ

る

時
ハ

清

康

君

の

時

よ

り

御

紋
ニ

立

葵

を

用

ひ

給

へ

る

に

や

、
然

る

に

今

の

こ

と

く

丸

に

改

め

さ

せ

ら

る

ゝ

事

何

れ

の

時

と

云

べ

き

や

、
殊

に

夫

ま

て
ハ

何

の

御

紋

な

り

と

云

事

明

か

な

ら

ざ

れ

ば

、
御

当

家

の

御

紋

清

康

君

よ

り

始

れ

る

や

う

に

思
ハ

れ

て

其

以

前

わ

か

ち

か

た

し

、
又

後

の

儀
ニ

よ

る

時
ハ

、
東

照

宮

の

御

代

初

て

附

さ

せ

ら

る

ゝ

と

見

え

た

れ

は

、
神

君

の

御

時

迄

御

紋

な

か

り

し

や

う

に

て

、
同

し

本

多

の

家

に

て

の

二

説

猶

い

ま

た

詳

な

ら

す

と

云

べ

し



御紋考 12

渡

邊

幸

庵

話

に

云

、

権

現

様

御

紋

は

元

か

た

は
ミ

也

、

葵

の

御

紋
ハ

本

多

中

務

立

葵

の

葉

御

貰

ひ

被

成

、

か

た

は

み

の

ご
と
く
に
被
成

御
附
候
也
、
此

葵
を
金
印
に
仰

付
ら
れ
、
夫
に

て

御

紋

の

形

を

押

申

候

、

常

に

戸

田

左

門

氏

鉄

姉

に

御

預
ケ

置
也
、
依
之
、

予
が
方
へ
伝
は

り
申
て
見
せ
被

申
候
、
常
に
御

附

被

遊

御

紋

の

恰

好

、

是

廻

り

の

輪
ハ

輪

に

あ

ら

ず

蔓

葵

な

り

、

入

物
ハ

古

代

の

梨

子

地

蒔

絵

の

香

合

な

り

、

内

に

金

印

入

置

下
ハ

�

の

わ

た

入

ふ

く

さ

に

て

あ

り

け

り

是

又

葵
ハ

神

君

の

御

時

初

て

附

さ

せ

ら

る

ゝ

と

見

ゆ

れ

ば

、
若

此

文

を

尽

せ

り

と

い

は

ゞ

、
清

康

君

の

前

条

虚
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妄
ニ

な

り

、
又

神

祖

中

務

を

召

出

さ

れ

さ

り

し

先

の

御

武

器

御

幕

等

に

か

た

は

み

の

紋

附

し

古

器

、
三

河

国

神

社

仏

閣

其

外

何

れ

の

方

に

か

残

り

あ

る

へ

き

を

、
御

当

家

に

て

か

た

ば

み

を

御

紋

と

な

し

給

へ

る

事

、
他

書
ハ

勿

論

御

門

族

松

平

党

に

い

ま

だ

伝

へ

ざ

る

所

な

り

白
石
の
伸
書
三

十

七

左

云
、
神
祖
の
御
馬
印
白
五
幅
の
四
方
に

厭

離

穢

土

欣

求

浄

土

と

墨

に

て

書

た

る

也

中

略

御

旗
ハ

白

地

に

三

葵

の

丸

な

り

、

一

説

に

御

家

人

本

多

、

是

は

城

州

愛

宕

郡

賀

茂

の

社

務

職

也

し

か

は

葵

を

以

て

紋

と

す

、

公

御

も

ら

ひ

給

ひ

て

御

紋

と

せ

ら

れ

し

か
バ

、

本

多
ハ

立

葵

を

※
※
残
り
あ
る
へ
き
を
＝
残
っ
て
い
る
は
ず

だ
が
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用

て

御

紋

に

分

つ

と

、

一

説

に

三

州

矢

作

の

領

主

嶋

田

平

蔵

か

紋

也

案

る

に

、
白

石

猶

御

紋

の

事

に

は

心

付

さ

り

し

に

や

、
若

此

説

の

こ

と

く

な

り

セ

ば

、
上

に

出

せ

る

ご

と

く

清

康

公

又
ハ

太

郎

左

衛

門

等

の

申

立

に

さ （

は 障

り ）

あ

り

、
殊
ニ

東

照

宮

本

多

よ

り

と

ら

は

せ

給

と

い

は

ゞ

、
何

れ

の

本

多

な

り

や

と

、
夫

よ

り

以

前

に

は

い

か

な

る

紋

を

附

さ

せ

給

ひ

し

に

や

、
此

事

さ

す

が

不

審

に

て

や

、
一

説

に

は

と

あ

り

、
又

同

し

く

一

説

を

あ

げ

て

、
嶋

田

か

紋

な

り

し

と

云

、
嶋

田

の

事
ハ

伸

書

以

下

の

所

に

委

し

く

出

し

、
内

藤

弥

次

右

衛

門
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養

ひ

後

三

左

衛

門

信

成

と

云

と

あ

れ

ば

、
今

紀

伊

守

の

家

祖

也

こ

と

し

、
嶋

田

三

葵

を

家

紋

と

せ

は

、
其

伝

説

此

類

に

あ

る

へ

き

を

、
御

紋

の

事

家

伝

に

な

け

れ

は

、
い

つ

れ

に

よ

り

て

か

く

一

説

に

島

田

の

紋

也

と

伸

書

に

の

せ

し

に

や

凡

白

石

ハ

博

達

完

解

前

後

希

な

り

、

鴻

儒

也

、

さ

れ

バ

文

昭

院

殿

厚

く

用

ひ

さ

せ

た

ま

ひ

、

処

士

よ

り

千

石

に

積

給

る

ほ

と

な

れ

ば

、

著

述

す

る

所

の

書

い

か

に

も

仰

い

で

信

受

す

べ

き

者

多

し

、

さ

れ

共

、

ま

ゝ

聞

た

か

ひ

解

し

は

て

さ

る

所

あ

る

に

や

、

伸

書

の

中

多

く

を

信

ぜ

ら

れ

ぬ

所

多

く

、

三

家

考

な

ど

ハ

締

窮

な

く

依

拠

と

な

す

に

た

ら

ざ

る

書

な

り

、
其

外

に

も

是

に

類

す

る

事

あ

り

と

い

へ

と

も

こ

ゝ

に

預

ら

さ

れ

は

略

之

或
書
云
、
葵

者
（
は
）

負
日
也
、
葵
葉
者
従
日
廻
故
、
負
レ

日
而
為
二

軍

勝
利
一

所

以
為
二

吉
事
一

被
レ

為
レ

附
云

々

、

四

月
朔
日

上
賀
茂

社

※
鴻
儒
＝
大
学
者

※
文
昭
院
殿
＝
徳
川
家
宣

※
処
士
＝
民
間
人

※
ま
ゝ
…
所
あ
る
に
や
＝
た
ま
に
聞
き
違
い

や
理
解
し
が
た
い
所
が
あ
る
か

※
こ
ゝ
に
預
ら
さ
れ
は
＝
こ
れ
と
無
関
係
な

の
で

※
負
日
＝
お
ふ
ひ
、



御紋考 16

人
葵
献
上

社
人
二
人
御
目
見

神
社
以
レ

故
従
二

加
茂
一

御
所
望
、
其
後

為
レ

不
レ

被
レ

為
レ

忘
、
献
上
之
儀
被
二

仰
出
一

、
爾 （

じ

来
ら
い
）

為
二

御
吉
例
献

上
此

文

に

よ

り

、
時
ハ

猶

神

君

の

時

よ

り

の

御

紋

な

り

、
夫

よ

り

先

何

を

か

附

さ

せ

給

へ

る

や

、

本

朝

家

紋

を

定

め

文

武

二

家

共

々

是

を

標

顕

と

な

し

定

む

る

事

、
桓

武

の

比
よ
り
と
も
云
、
又
聖
武
の
時
よ
り
と
も
い
へ
り
、
然
る
時
ハ

御

当

家

の

御

紋

東

照

宮

よ

り

以

前
ハ

何

れ

の

御

紋

と

申

す

べ

き

や

三

州

岡

崎

能

見

郷

の

松

應

寺
ハ

瑞

雲

院

殿

贈

大

納

言

廣

忠

卿

の
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御

廟

所

な

り

、

此

御

廟

所
ハ

東

照

宮

の

御

造

営

な

り

、

此

玉

籬

の

内

外

其

外

と

も

に

剱

銀

杏

の

御

紋

を

附

さ

せ

た

る

御

当

家

に

て

此

御

紋

用

さ

せ

ら

る

ゝ

事

諸

書

に

い

ま

た

見

ず

、
然

る

に

天
（
て
ん

文
ぶ
ん
）

中

御

造

営

の

御

玉

か

き

其

外

に

附

さ

せ

ら

る

ゝ

事

、
其

故

よ

し

あ

る

へ

き

歟

、
按

る

に

銀

杏

に

夷 （

い

朝
ち
ょ
う
）

の

訓

あ

れ

は

四

夷

を

悉

く

征

せ

ら

れ

各

御

籏

本

に

朝

せ

し

む

る

の

御

祝

兆

に

や

、
銀

杏

を

愛

し

給

へ

は

御

文

霊

を

御

崇

信

の

時

附

さ

せ

ら

れ

し

に

や

、

今

三

□
（
縁
ヵ
）

◦
天
文
中
（
一
五
三
二
～
五
五
）

※
朝
せ
し
む
る
＝
来
貢
さ
せ
る
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山

安

国

殿

の

神

木

と

し

て

銀

杏

の

大

木

数

多

あ

る
ハ

元

和

二

年

神

さ

り

給

ひ

し

時

、
初

て

宮

作

り

の

折

か

ら

御

遺

愛

を

思

召

れ

仰

付

ら

れ

し

と

伝

へ

り

、
又

按

る

に

葵

の

御

紋
ハ

種

々

の

説

あ

れ

は

、
剱

銀

杏
ハ

御

家

の

御

替

紋

に

て

代

々

遠

く

附

さ

せ

ら

る

ゝ

か

故

に

、
御

尊

父

の

御

霊

前

并

に

神

さ

り

給

ひ

し

御

霊

屋

前

に

植

さ

せ

給
へ
る
に
や

紀

伊

殿

庶

流

松

平

左

京

大

夫

に

て
ハ

、

三

鍬

形

を

以

て

東

照

宮

よ

り

譲

ら

せ

給

へ

る

所

の

御

紋

な

り

と

て

、

殊

に

重

く

取

扱

は

れ

、

家

士

と

い

へ

ど

も

故

な

く

し

て
ハ

猥

に

賜

は

ら

す

◦
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）

※
神
さ
り
給
ふ
＝
亡
く
な
る
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此
御
紋
ハ

神
祖
南
龍
君
へ

国

祖

頼

宜

卿

御
咄
の
時
、
或
夢
に
織

田

右

府
・
豊

臣

太

閤
・
我

と

三

人

一

席

に

天

下

の

事

務

を

論

ぜ

し

時

、
各

鍬

形

の

兜

を

着

せ

し

か

は

、
汝

忘

る

ゝ

事

な

か

れ

と

上

意

よ

り

附

伝

ふ

る

所

と
云

々

、
按

る

に

日

光

三

社

大

権

現
ハ

中

央

東

照

宮

、
左

摩

訶

羅

神

信

長

公

右

山

王

権

現

秀

吉

公

な

り

、
さ

れ

は

此

表

示

を

伝

へ

御

紋

と

な

し

給

へ

る

事
ハ

た

ゝ

御

夢

告

の

み

な

ら

す

御

吉

祥

の

御

顕

示

と

云

べ

し

、
然

れ

と

も

御

家

伝

の

御

定

紋

な

ら

さ

れ
バ

※
着
せ
し
か
は
＝
着
け
た
の
で

※
な
ら
さ
れ
バ
＝
で
は
な
い
の
で
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御

本

家

に

て
ハ

附

さ

せ

ら

れ

す

抑

（
よ
く
よ
く
）

新

田

徳

川

の

御

家

紋

御

伝

来

ま

し

ま

す

処
ハ

三

葵

な

る

べ
し
、
前
条
の
外
、
今
其
証
を
出
さ
ば

先
（
ま
ず
）

松
平
村
主
松
平
太
郎

左

衛

門
ハ

親

氏

君

三

河

国

へ

移

ら

せ

給

ひ

御

家

興

さ

せ

た

ま

へ
る
の
根
基
な
り
、
此
家
の
紋
と
す
る
所
、
今
藤
丸
の
内
三
葵
也

三

州

信

光

明

寺

江

戸

牛

込

光

照

寺
ハ

菩
提
所
な
り
、
右
位
牌
の
上
に
も
先
祖

よ

り

遠

く

如

此

紋

附

有

之

太
郎
左
衛
門
を
後
風
土
記
に

に
（
衍
）

在
原
信
重
と
あ
れ
と
、
藤
原
な

る

べ

し

、

藤

原

家

の

中

へ

新

田

源

氏

の

君

婿

と

な

り

其

家

へ
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入

給

へ

は

、

養

実

両

家

合

糅

に

て

い

つ

と

な

く

家

紋

と

定

め

子

孫

に

伝

へ

し

に

や

若

酒

井
・
本

多

に

よ

り

さ

ゝ

（

捧

）

け

し

に

て

初

て

葵

を

附

さ

せ

ら

れ

る

は

、
嫡

子

た

る

太

郎

左

衛

門

の

家

に

て
ハ

外

紋

を

附

へ

き

を

、
さ

う

あ

ら

す

し

て

輪

藤

の

中

の

葵

な

れ
ハ

、
徳

川

家
往

世
よ
り

附
さ
せ
ら
る
ゝ

所
の
第
一
の
証

と
謂
べ
し

万
世
家
譜
云
、
大
給
松
平
和
泉
守
家
乗
迄

親
忠
並
次
男
松
平
加
賀
守
乗
元

六
代

代
々
丸
の
内
三
ツ
葉
葵
相
用
る
の
処
、
御
紋
を
憚
り
始
め
て

葛

の

葉

に

改

む

嫡

家

太

郎

左

衛

門

は

病

者

に

て

軍

用

に

出

す

、
次

男

□

□
ハ

※
合
糅
＝
入
混
じ
る
こ
と

※
さ
う
あ
ら
す
し
て
＝
そ
う
で
は
な
く
て
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松

平

の

本

家

な

り

、
故

に

今

も

帝

鑑

の

間

諸

大

夫

の

上

席

代
々
嫡
子
に
て
も
同
官
の
前
後
に
拘
ら
ず
上
座
な
る
事

桜

井

は
同
の
上
各
年
上
座
と
い
へ
と
も
大
給
は
代
々
家
格
な
り

往
世
よ
り
改
変
な
し
、
然
る
に

此

家

右

の

こ

と

く

な

り

し

故

に

今

も

輪

内

一

葉

の

葵

を

替

紋

と

す

、
是

又

徳

川

家

往

世

よ

り

附

さ

せ

ら

る

ゝ

の

第

二

の

証

と

す

べ

し

形

の

原

松

平

紀

伊

守

・

三

ツ

木

松

平

志

摩

守

等

家

紋

皆

三

葉

葵

な

り

、

何

れ

も

御

紋

を

憚

り

別

紋

に

改

む

と

右

等

の

家

説

な

り是

又

往

古
ハ

松

平

家

十

八

家

と

も

三

州

に

て

用

ひ

附

ら
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れ

し

事

明

か

な

り

、
本

多
・
酒

井

よ

り

捧

け

奉

ら

は

、
岡

崎

御

嫡

家

計

に

て

附

さ

せ

ら

れ

御

一

族

へ
ハ

及

ぶ

ま

し

き

を

御

門

族

の

面

々

松

平

を

称

せ

る

草
（
マ
マ
）

一

同

に

附

来

り

し

事

往

世

よ

り

御

同

氏

御

一

同

葵

な

る

事

と

し

ら

れ

、
第

三

の

証

と

す

へ

し

柿
沼
長
門
守
覚
書

一
巻
写
本
長
門
守
ハ
由
良
国
繁
の
臣

云
御
当
家

新
田
由
良
家
と
云
ふ

此
書
ハ

都
（
す
べ

てて
）

由
良
家
の
事
実
を
悉
く
書
の
す

御
紋
ハ

三
葵
な
り

天

正

以

前

の

右

の

書

に

御

紋

葵

と

あ

れ

ば

、
新

田

家

に

て

ハ

往
古
よ
り
の
定
紋
な
り
し
事
に
て
、
三
河
に
て
酒
井
・
本
多
な

り
と
伝
ふ
る
事
を
実
証
と
す
べ
か
ら
す
、
是
第
四
の
証
と
す
べ
（
し
）

※
書
の
す
＝
書
き
載
す

◦
天
正
（
一
五
七
三
～
九
二
）
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由
良
播
磨
守
家
計
に

（
什
ヵ
）

高
家
由
良
横
瀬
の
二
流
は
左
中
将
義
貞
朝
臣
の
四
男
貞
氏
よ
り
出
た
り
、
貞
氏

の
名
南
朝
紀
伝
に
其
外
に
も
出

前
（
マ
マ
）

銅
三
葉
葵
の
小
刀
柄
壱
本
・
金
包
葵
桐

の

小

刀

柄

壱

本
ハ

先

祖

義

貞

・

貞

氏

よ

り

伝

来

、

又

此

外

に

も

葵
紋
の
器
有
之

大
炊
助
義
重
主
の
鐙
・
由
良
信
濃
守
國
繁
の
鎧
等
今
に
相
伝
之
、
始
而

横

瀬
よ
り
由
良
わ
か
れ
名
乗
今
ハ

由
良
氏
よ
り
横
瀬
の
家
出
た
れ
は
同
一
家
な
り

享

保

年

中

有

徳

院

殿

へ

右

の

器

類

等

上

覧

に

も

備

へ

し

よ

し

、

又

伝

来

の

品

其

外

葵

紋

付

の

具
ハ

予

も

親

し

く

由

良

家

に

て

一

見

す

、
且

播

州

云

、
当

家

往

古

よ

り

紋

所

三

葵

御

当

家

に

同

し

、

当

時

上

へ

憚

り

て

替

紋

を

附

す

と

、
横

瀬
・
岩

松

に

て

所

伝

も

是

に

同

し

、
此

三

家

一

同

往

◦
享
保
年
中
（
一
七
一
六
～
三
六
）

※
有
徳
院
殿
＝
徳
川
吉
宗
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古

よ

り

三

葵

家

紋

と

あ

れ

は

是

又

御

紋

を

証

す

べ

き

の

第
五
□
云
べ
し

営

中

本

章

云

、

上

野

国

新

田

庄

古

目

貫

髪

剃

小

刀

之

柄

葵

之

丸

之

紋

有

之

、

仍

葉

葵

之

丸

者
（
は
）

元

来

新

田

家

之

為

家

致
（
紋
ヵ
）

乎

是

又

前

に

い

へ

る

新

田

家

に

て

附

さ

せ

ら

る

の

助

証

第

六

と

す

べ

し

上
州
新
田
郡
大
光
院
ハ

往

古

義

重

君

の

御

菩

提

所

な

り

、
慶

長

十

六

年

東

照

宮

御

再

興

、

土

井

大

炊

介

・

成

瀬

隼

人

正

奉

行

之

、

寺

領

三

百

石

常

紫

衣

浄

土

宗

鎮

西

流

白

旗

流

十

八

檀

林

の

随

一

に

て

中

興

開

山

は

然

誉

上

人

呑

龍

大

和

尚

新

田

家

の

曩
（
の
う

祖 そ
）

大

炊

助

贈

鎮

守

府

将

軍

義

重

君

の

御

◦
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）

※
曩
祖
＝
先
祖
、
ど
う
そ
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廟
所
な
り
、
右
御
廟
所
に
大
松
あ
り

数
百
年
来
の
大
木
廻
り
凡
八
尺
余

寛
政

年

中

大

風

の

為

に

裂

折

す

、

其

時

松

を

伐

け

る

に

切

口

右
の
形
ち
と
な
れ
り
、
文
化
年
中
此
松
を
切
、
厚

さ
七
八
寸
に
し
て
江
戸
に
持
来
、
諸
家
へ
内
覧
に
入

此
時
予
も
縁
山
に
て
一
見
す
、
文
政
中
彼
山
巡
拝
の

時

本

址

を

も

見

る

凡

物

天

地

に

感

す

る
ハ

自

然

の

妙

徳

に

し

て

人

力

の

及

ぶ

所

に

あ

ら

す

、

御

廟

所

の

正

木

た

る

古

松

に

葵

形

を

現

す

る

事

寄 （
奇
）

顕

と

謂

へ

し

此

松

を

以

て

考

る

に

義

重

君

も

葵

を

附

さ

せ

ら

れ

し

◦
寛
政
年
中
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）

◦
文
化
年
中
（
一
八
〇
四
～
一
八
）

◦
文
政
中
（
一
八
一
八
～
三
〇
）



御紋考 27

事

知

る

べ

し

、
し

か

る

に

当

今

新

田

家

に

て

は

◯

、
足

利

に

て

は

◯

と

の
ミ

に

て

外

紋

な

き

と

思

つ

る

事

愚

見

な

り

当

今

諸

家

に

て

も

一
ツ

の

み

の

紋

な

し

、
二
ツ

三
ツ

或

は

四
ツ

五
に
も
及
へ
り
、
是

者
（
昔
ヵ
）

よ
り
一
紋
の
ミ

な
り
セ
は
、
い
か
て
か
当

時
に
至
り
て
こ
と
〳
〵
し
く
諸
家
に
て
別
附
す
べ
き
や
、
往
古

よ

り

二
ツ

三

つ

に

紋

を

附

来

り

し

事

し

る

べ

し

、
況

や

又

旗

幕

の

紋

は

正

紋

の

外

を

も

附

し

事

な

り

、
新

田

家
ハ

葵

と

中

黒

を

附

し

歟

、
尤

葵

は

何
（
い
ず
れ
）

の

比

よ

り

附

し

と

云

ふ

事

を
し
ら
す
、
中
黒
を
附
る
に
も
色
々
の
説
あ
り
、
就
中
愚
案
る

に

式

部

大

輔

義

国

文

武

賢

才

他

に

及

ふ

者

な

か

り

し

に



御紋考 28

故

あ

り

て

東

国

左

遷

の

身

と

な

ら

れ

し

か

は

、
心

中

怏
（
お
う

々
お
う
）

と

し

て

楽

ま

す

、
自

然

と

自

立

の

志

を

起

さ

れ

天

子

の

御

旗

鳳

龍

日

月

な

れ

は

夫
（
そ
れ
）

を

う

つ

さ

れ

、
嫡

家

た

る

新

田

義

重

主

に

は

日

も

◯

に

改

め

、
二

男

足

利

義

康

主

に

は

月

を

◯

に

か

へ

さ

せ

ら

れ

し

と

し

ら

る

、
故

に

や

義

重

主

寺

尾

の

城

に

よ

り

て

鎌

倉

殿

に

楯

つ

か

ん

と

せ

ら

れ

し

も

一

旦

父

の

遺

念

を

継

れ

八

幡

殿

正

嫡

た

る

を

以

て

自

立

握

将

せ

ら
れ
ん
為
な
る
（
べ
脱
ヵ

）
し
と
て
足
利
氏
も
◯
の
外
、
菊
桐
の
紋
附

し

に

は

新

田

家

に

て

も

◯

の

外

葵

桐

等

附

ら

れ

し

歟

故

に

天

祖

卒

去

後

六

百

年

の

末

に

至

り

て

廟

松

に

葵
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形

現

ず

る

事

凡

量

の

量

る

べ

き

所

に

あ

ら

す

、
実

に

神

胤

栄

昌

を

曩

祖

も

よ

ろ

こ

ひ

給

ひ

て

成

瑞

し

給

ひ

し

そ

又
葵
を
附
初
め
給
ひ
し
の
時
節

分
（
わ
か
）

ち
か
た
し
と
い
へ
と
も
前

の

ご

と

く

日

月

を

か

へ

改

め

附

さ

せ

ら

る

ゝ

の

比

、
鳳

の

代

に
ハ

是

よ

り

先

に

用

附

来

給

へ

る

桐

、
龍

の

代

り

に

は

丸

龍

に

ゑ

が

き

給

ひ

し

に

、
此

龍

の
ミ

い

か

ゞ

な

れ

は

丸

龍

の

中

負

日

の

訓

あ

れ

は

葵

を

加

入

な

し

給

へ

る

や

、
此

事
ハ

い

か

が

な

る

べ

け

れ

と

、
葵
ハ

義

重

君

の

時

よ

り

附

さ

せ

ら

れ

し

の

徴

古

の

現

証

第

七

と

す

べ

し

武
徳
大
成
廿
四

慶
長
十
六
年
三
月
下

云
廿
二
日
神
君
へ
勅
セ
ラ
レ
曩
祖

※
成
瑞
＝
祥
瑞
、
聖
瑞

※
い
か
が
な
る
べ
け
れ
と
＝
不
確
か
だ
け
れ
ど

◦
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
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新

田

義

重

へ

鎮

守

府

将

軍
ヲ

贈

ラ

レ

先

考

廣

忠
ニ

大

納

言

ヲ

贈

ラ

ル

、

是

ヨ

リ

先

帝

密
（
ひ
そ
か
）

ニ

伝

奏

廣

橋

大

納

言

藤

原

兼

勝

・

勧

修

寺

大

納

言

藤

原

光

豊
ヲ

以
テ

神

君

へ

詔

ア

リ

ケ

ル
ハ

、
今
度
大
政
大
臣
ニ

任
セ
ラ
レ
菊
桐
ノ
紋
ヲ

賜
ル
ベ
シ
ト
ア
リ
ケ
レ
バ

神
君
辞
譲
シ
玉
ヒ
ケ
ル
ハ

、
相
国
ハ

則
闕
ノ
官
ナ
レ
バ

タ
ヤ
ス
ク

詔
ニ

応
シ
ガ
タ
シ
、

願

（
ね
が
わ
く
）

ハ

曩
祖
義
重
ト

文
（
父
）

廣
忠
ト
ニ

贈
官
ヲ

賜
ル
ベ

キ
ヤ
、
菊
桐
ハ

禁
中
ノ
御
紋
ナ
リ
、
其
上
足
利
家
ニ

賜
リ
代
々
用

ヒ
来
ル
事
久
シ
、
今
是
ヲ

賜
ラ
ハ
足
利
家
ニ

後
レ
新
田
家
ノ
栄
ニ

ア
ラ
ズ
、
家
伝
ノ
葵
ノ
紋
ヲ

用
テ

某

（
そ
れ
が
し
）

ニ

相
応
ナ
リ
ト
奏
セ
ラ
ル

帝

御

感

ア

リ

テ

則

チ

贈

官

ノ

詔

ア

リ

※
先
考
＝
亡
父

※
相
国
＝
宰
相

※
則
闕
ノ
官
＝
太
政
大
臣
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御

家

譜

曰

、

慶

長

十

六

年
辛

亥

三

月

御

入

洛

同

廿

一

日

勅

使
来
而
任
二

太
政
大
臣(

一)

、
菊
桐
之
御
紋
可
（
レ
）

被
レ

下
之
旨
、

然

（
し
か
る
に
）

辞

給
太
政
大
臣
一

、
新
田
義
重
及
御
亡
父
廣
忠
卿
被
レ

請
二

贈
官

(

一)

亦

菊

桐

之

御

紋

者

新

田

足

利

相

別

源

家

之

両

雄

争
レ

威

于
レ

然
、
自
二

後
醍
醐
天
皇
一

足
利
尊
氏
賜
二

菊
桐
之
紋
一

、
彼
氏

族
于
レ

今
用
二

来
彼
紋
（

一

）

者
年
久
、
然
及
二

末
代
一

而
新
田
家
御
紋

勅
許
、
乍
レ

然
、
為
レ

似
レ

劣
レ

之
旨
有
二

勅
答
一

、
御
辞
退
也

柳
営
譜
云
、
廿
一
日
以
二

勅
使
一

太
政
大
臣
可
レ

有
二

御
昇
進
一

旨

菊
桐
之
御
紋
可
レ

賜
旨
内
々
之
宣
旨
有
レ

之
、
然
ト
モ
堅
有
レ

御

辞
退
一

不
レ

被
レ

為
レ

受

◦
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
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右

等

を

見

る

に

新

田

家

往

古

葵

な

る

事

い

よ

〳
〵
明

了

な

り

、
大

成

に

家

伝

と

の

上

意

千

古

万

世

を

貫

く

へ

し

、

此

文

を

見

て

も

酒

井
・
本

多

等

よ

り

さ

ゝ

け

し

な

と

思

ひ

ひ

が

め

る

事

開

口

あ

る

へ

き

や

、
新

田

家

伝

故

に

足

利

を

引

、
勅

諚

を

辞

し

給

へ

る

事

容

易

の

御

紋

な

ら

ざ

る

事

し

る

へ

し

、
し

か

る

に

美

濃

国

の

郷

士

竹

中

氏

抔
（
な
ど
）

よ

り

書

出

せ

る

に

は

、
関

か

原

の

御

陣

へ

か

ち

栗

捧

け

し

よ

り

御
紋
と
せ
ら
る
ゝ
な
と
あ
り
、
愚
盲
の

安
（
や
す

伝
づ
た
え
）

、
論
す
る
に
た
ら

さ

れ
ハ

本

文

に

出

さ

す

、
家

伝

の

御

一

言

を

以

て

終

極

の

証

と

す

へ

し

※
思
ひ
ひ
が
め
る
＝
誤
解
す
る
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既

に

上

に

出

せ

る

数

条

を

以

て

謹

で

按

る

に

、

其

根

元

の

故

よ
し
ハ

、

弁
（
わ
き
ま
）

ふ
へ
き
所
出
所
の
考
等
な
し
と
い
へ
ど
も
、
葵
を
旧

古
よ
り
の
御
紋

と
定
の
る
事
、

此
外
他
よ
り
い

ふ
へ
き
に
あ
ら

す
、
扨
、
其
葵
の
形
に
つ
き
越
と
改
替
あ
ら
せ
ら
れ
し
に
や
、
御

代
に
よ
り
て
不
同
あ
り
、
今
且
く
一
二
を
出
さ
は

石

火

屋

師

渡

邊

氏

家

伝

云

、

慈

眼

大

師

筆

掛

地

東

照

宮

御

束

帯

御

神

影

天

幕

水

引

御

紋

者

当

時

之

丸

葵

御

紋

之

丸

輪

内

別

如
二

蔓

茎
一

者

三

属
二

于

丸

ノ

右
一

御

紋
于
外
一

三
ツ
属
（
二
）

於
丸
二

一

輪
合
如
二

蔓
茎
一

物
有
レ

六
也
、
且
丸
之
内

葵

□
（
葉
ヵ
）

至
而
小
也

※
慈
眼
大
師
＝
家
康
の
側
近
天
海
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幸
庵
話
に
、
丸
ハ
蔓
葵
な
り
と
い
へ
る
計
に
よ
ら
は
、
い
か
に

も

と

思

は

る

れ

と

、
此

御

紋

の

ご

と

き

は

輪

を

別

に

設

し

と

し

ら

れ

て

日

向

日

裏

の

相

違

あ

り

一
説
云
、
尾
州
熱
田
御
座

加
藤
図
書

之
時
、
某
者
竹
千
代
君
ヨ
リ

被
二

下
置
一

御

算
（
笄
ヵ
）

小
刀
柄
御
紋
図
如
二

葵
巴
之
形
一

、
葵
葉
之
根

茎

于

直

属
二

於

丸
一

此
図
の
ご
と
し

※
笄
（
こ
う
が
い
）
＝
腰
刀
に
留
め
置
く
髪
掻
き

※
于
直
＝
じ
か
に
、
す
ぐ
に
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幸

庵

話

の

葵
ハ

か

く

の

こ

と

き

歟

、
此

図

今

其

所

蔵

を

し

ら

ず

、
御

家

の

古

事

し

る

せ

る

書

の

中

に

中

村

氏

所

蔵

と

あ

り

て

図

を

画

く

、
此

中

村

氏

の

本

書

い

ま

た

見

さ

れ

は

勘

校

す
る
事
能
は
す
、
但
幸
庵
話
に
い
へ
る
は
か
く
の
こ
と
き

□
（
歟
ヵ
）

と

対

校

の

た

め

こ

ゝ

に

出

す

松

平

周

防

守

家

記

云

、

先

祖

松

井

左

近

後

松

平

の

姓

を

賜

り

松

平

と

号

す

、

東

照

宮

よ

り

賜

る

所

の

御

旗

あ

り

、

こ

れ
ハ

葵

の

葉

裏

な

り
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被
下
候
寸
法

拝
領
の
御
旗
は
地
木

�

之
由

長
サ

八
尺
七
寸
五
分

幅
七
尺
三
寸
五
分

御
紋
朱

大
サ

七
尺
四
寸

輪
ノ

ふ
と
さ

五
寸
二
分
余

乳
紺

麻
乳
数
廿
九

竪
十
六

横
十
三

竪
乳

長
四
寸
幅
六
分

横
手
乳

長
二
寸
六
分

幅
六
分

御
旗
地

白
練

※
乳
＝
旗
幕
に
つ
く
紐
通
し
の
輪
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徳

川

世

記

云

、
慶

長

十

六

年

三

月

神

祖

入

洛

廿

一

日

勅

に

は

太
政
大
臣
に
任
し
給
ふ
、
此
時
桐
菊
の
御
紋
を
賜
ふ
、
神
祖
固

辞

し

て

受

給

は

す

、
葵

の

御

紋

は

伊

豫

守

頼

義

の

本

家

八

幡

の

氏

子

と

し

て

其

神

紋

鞆

絵

を

旗

の

紋

と

し

給

ふ

、
次

郎

義

綱

賀

茂

の

冠

子

と

な

し

葵

を

以

て

紋

と

し

給

ふ

、
三

郎

義

光
ハ

新

羅

の

祠

の

冠

子

と

し

給

ふ

、
神

衣

の

紋

割

菱

を

家

の

紋

と

し

給

ふ

、
松

平

親

氏

主
（
ぬ
し
）

三

州

賀

茂

郡

入

御

の

後

御

字
（
あ
ざ
な
）

を

買
（
賀
ヵ
）

茂

の

朝

臣

と

称

し

葵

を

鞆

絵

に

ゑ

が

き

な

し

て

御

家

の

御

紋

と

な

し

給

ふ

、
是

を

葵

鞆

絵

の

御

紋

称

す

と
云

々

◦
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
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一
に
将
軍
家
ハ

表
三
葉
、
尾
張
家
ハ

表
二
ツ
葵
裏
一
ツ
、
紀
伊
家
ハ

表

一
ツ

裏

二
ツ

、

水

戸

家
ハ

裏

三
ツ

葉

な

り

、

是

神

君

の

定

め

給
ふ
所
と
、
今
時
ハ

大
樹
家
ハ

左
葵
鞆
絵

十
九
蘂
或
七
シ
へ

其

地
（
他
ヵ
）

は
右
葵

鞆
絵

十
七
蘂

を
用
給
へ
ば
葉
す
ち
異
な
る
事
な
し

案

る

に

、
八

幡

殿

の

末

流

に

て

鞆

絵

の

紋

附

さ

せ

ら

れ

し

事

い
ま
だ
聞
ず
、
多
く
は
笹
輪
銅
五
三
七
の
桐
等
な
り
、
又
賀
茂

殿

の

葵

を

御

当

家

三

河

へ

御

入

の

後
ニ

て

、
か

の

加

茂

殿

の

家
為
義
の
為

に
亡
ひ
て
二
世

と
も
伝
へ
さ
る

を
祖
例
と
し
て

附
さ
せ
ら
る
べ
き
い
は
れ
聞
え
ず
、
親
氏
そ
の
御
子
賀
茂

持
（
マ
マ
）

臣

を

称

し

給

ひ

し

事

は

別

に

故

あ

る

事

に

て

、
昔

よ

り

大
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小

の

武

将

其

領

す

る

国

名

郡

名

村

名

を

苗

字

に

な

し

給
へ
る
事
ハ

、
其
居
所
を
其
ま
ゝ
用
ひ
さ
せ
ら
れ
け
れ
と
、
い
ま

だ

姓

と

し

て

其

地

名

に

朝

臣

を

称

し

給

ひ

し

事
ハ

中

古

な

き

事

な

り

、
賀

茂

朝

臣

の

事
ハ

、
別

に

予

御

姓

氏

考

一

巻

に
の
ふ
れ
は
こ
ゝ
に
略
す
、
此
書
に
い
へ
る
、
葵
鞆
絵
と
あ
る

も

今

の

御

紋

の

茎

の

た

へ

曲

れ

る

を

云

な

る

へ

き

歟

上
州
厩
橋
妙
安
寺

一
向
宗
東
本
願
寺
末

ハ

本
多
佐
渡
守
正
信
よ
り

（
マ
マ
）

母
の

菩

提

所

に

て

正

信

も

執

奏

し

な

れ

り

と

て

、

神

祖

よ

り

御

寄

附

と

号

せ

る

品

々

数

多

あ

り

、

中

に

も

其

器

物

の

裏

に

家

□

寄

附

と

彫

附

し

も

あ

り

、

御

紋
ニ

悉

く

当

今

の

こ

と

く

輪

※
家
□
・
・
・
家
康
の
諱
か
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内

に

充

満

し

享

保

以

後

用

ひ

さ

せ

給

へ

る

と

同

じ

御

由

緒

の

事
ハ

い

か

に

も

妙

安

寺

よ

り

書

上

る

こ

と

く

に

て

、
京

東

本

願

寺

本

堂

の

祖

師

も

当

寺

よ

り

命

に

よ

り

て

送

置

と

い

へ

と

、
御

寄

附

の

器

并

御

紋

等
ハ

右

の

古

諸
（
緒
ヵ
）

を

勘

へ

近

来

い

つ

と

な

く

偽

造

せ

し

も

の

歟

、
そ

の

ゆ

ゑ

は

前
（
別
ヵ
）

山

を

は

し

め

并

三

河

に

て

御

祈

願

御

菩

提

の

た

め

諸

宗

の

寺

院

へ

御

寄

附

の

品

々

現

存

せ

る

こ

と

い

く

そ

ば

く

と

い

ふ

を

知

ら

す

、
百

千

の

数

を

も

て

か

そ

ふ

べ

き

に

至

れ

り

、
然

れ

ど

も

其

品

々

に

御

諱

を

彫

付

て

給

へ

り

し

か

一

品

も

な

し

、
一

又

右

数

千

の

品

々

に

附

き

※
い
く
そ
ば
く
と
い
ふ
を
知
ら
ず
＝
た
い
そ
う

多
い
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せ

ら

る

ゝ

所

の

御

紋

悉

く

同

様

に

て

江

戸

三

河

駿

河

等

其

外

京

伏

見

に

て

賜

へ

り

し

御

紋

は

皆

同

じ

く

〇

に

て

輪

内

に

三

葉

充

満

せ

ず

、
二

輪

内

に

充

満

せ

る

を

附

さ

せ

ら

れ

し

は

享

保

の

比

よ

り

と

し

ら

る

、
さ

れ

ば

此

品

々

宝

暦

の

比

偽

附

し

、
昔

世

御

寄

附

の

御

品

一

二

ば

か

り

あ

る

を

も

ま

た

に

倍

し

愚

人

の

目

を

驚

覚

せ

る

者

な

る

へ

し

、
殊

に

御

寄

附

と

い

へ

る

品

々

の

う

ち

近

世

新

造

の

品

も

少

か

ら

す

、
又

御

寄

附

あ

る

べ

し

と

も

思
ハ

れ

ぬ

品

々

も

多

し

、
予

文

政

の

始

、
浅

草

本

願

寺

中

徳

本

寺

に

妙

安

寺

逗

留

の

中

一

見

せ

し

か

は

、
今

こ

ゝ

に

附

し

て

◦
享
保
の
頃
（
一
七
一
六
～
三
六
）
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其

真

鷹
（
贋
）

を

後

来

の

知

者

に

計

問

す

、
さ

れ

ど

も

か

の

寺

に

も

御

紋

の

免

状

あ

る

上

は

、
御

紋

は

後

世

に

附

と

も

さ

は

り

あ

る

べ

か

ら

さ

れ

と

、
御

諱

を

器

物

に

彫

入

せ

し

は

憚

る

へ

き

事

な

る

へ

し

御
代
々
若
君
へ

進
ぜ
さ
せ
ら
れ

、
西
丸
に
て
御

祝
建
の
御
旗
の

御

紋

、

且

文

政

八

年

春

奏

楽

聴

し

め

さ

れ

し

時

の

御

楽

器

の

中

に

大

猷

院

殿

よ

り

楽

人

へ

預

置

せ

ら

れ

し

も

あ

り

し

に

時

に

あ

ひ

て

再

び

か

の

者

と

も

の

家

よ

り

さ

ゝ

げ

出

し

御

用

と

な

り

し

御

品

に

附

所

の

御

紋

も

、

輪

内

に

充

溢

せ

ず

此

外

両

山

伝

通

院

等

を

初

め

諸

寺

社

に

納

め

あ

る

所

の

◦
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
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東

照

宮

台

徳

院

殿

大

猷

院

殿

御

代

の

器

物

、

寺

の

御

紋

は

当

時

の

御

紋

よ

り

も

茎

長

く

葉

小

さ

ゝ
（
く
）

輪

内

に

充

満

せ

す

、

実

に

盆

の

上

に

三

葉

を

並

べ

し

こ

と

し

、

元

禄

享

保

以

後

漸

々

御

紋

諸

家

と

も

に

改

れ

る

も

多

け

れ

ば

自

然

と

葉

形

輪

内

に

充

溢

す

る

事

に

は

な

り

け

ん

歟

、

今

輪

内

と

称

見

す

る
ハ

丸

龍

に

し

て

通

途

の

輪

に

あ

ら

す

、

武

将

の

御

家

一

天

に

昇

進

な

し

給

へ

る

の

表

顕

、

自

然

と

具

備

し

給

へ

る

所

な

る

へ

し

、

凡

王

氏

を

出

、

源

姓

を

賜

ひ

臣

に

列

し

た

ま
へ
る
は
嵯
峨
・
仁
明
・
文
徳
・
清
和
・
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
・
村
上
・

花
山
・
三
條
・
後
三
條
・
順
徳
・
後
深
草
等
ま
し
ま
す
と
い
へ
ど
も

◦
元
禄
享
保
（
一
六
八
八
～
一
七
三
六
）
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御

紋

は

皆

笹

輪

幢

な

り

、

此

中

清

和

・

宇

多

・

村

上

の

三

流

繁

栄

な

し

給

ひ

け

れ

は

、

文

官

よ

り

武

臣

と

な

り

給

ひ

し

後

御

紋

を

も

改

め

さ

せ

ら

れ

、

各

々

其

祥

兆

に

よ

り

家

紋

と

な

し

給

へ

ば

御

当

家

の

葵

も

定

め

て

深

き

ゆ

え

か

し

も

お

は

し

け

む

歟

竹

尾

善

筑

文
政
八
年
二
月
十
日

源

次

春

(

花
押)

◦
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）


